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世界的経済危機が深刻化するにつれ、犯人捜しあるいは罪の擦り合いが

活発になるのも止むを得ないことであろう。2005 年は第二次世界大戦後は

じめて世界中の経済がプラス成長を達成したという記念すべき年だった。

世界は繁栄に酔っていた。あの頃多くの人が繁栄を齎した源泉として誉め

讃えていたことが三つあった。グローバリゼーションと金融革新と自由競

争である。 
 
人間の浅はかさの極め付きと云うべきだろうか、僅か三年後に、繁栄の

源泉だった筈のものが金融危機の元凶として指弾の標的になろうとは誰が

予想しただろう。 
 
今や公共の敵のトップに坐するのは、貪欲にまみれて高利得を追求し、

グローバリゼーションと金融技術の進歩に便乗して、毒入りの証券化商品

を世界中にばらまいた金融人達と、事態の進展に全く無智無能だった金融

監督当局である。 
 
金融危機そのものはいずれ終息に向かうだろう。しかし、この価値観の

逆転はどう収拾されて行くのだろうか。当面予想されるのは規制の強化だ

ろう。とくに米国では市民の怒りの声に押されて、政府と議会を制する民

主党はポピュリスト的な規制強化に傾き易いし、大規模な金融機関救済策

をとらねばならぬ手前公的関与を拡大せざるをえないし、オバマ政権の経

済チームは公共部門出身者が中核をなしている。欧州でも、潜在的な米国
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対抗意識と社会民主主義的政治風土が合流して、大きな政府への流れが生

まれるだろう。90 年代から規制緩和に向かっていた振り子は歴史的転機を

迎え、今後 10 年、規制強化が行き過ぎる迄、逆方向に揺れることになる。 
 
これは日本にとって二つの意味で深刻な事態である。第一に、日本の規

制緩和の実情はアングロ・サクソン世界に比べればまだ周回遅れである。

日本にとっての課題は自由化行き過ぎの弊害を案ずることではなく、自由

化の恩恵を十分に享受することである。第二に、世界的な規制強化の潮流

は結果的に金融保護主義に陥るリスクが高い。日本の金融産業が、豊富な

資金と強い通貨と、新しいビジネスモデルを武器にグローバルな展開を図

るチャンスが訪れようとしている時に、世界的な保護主義の台頭は致命的

である。 
 
ポスト・クライシスの世界金融秩序構築を控えて、チーム・ジャパンは

総力を挙げて戦わないと、取返しのつかない停滞が待っていることを知る

べきだろう。   
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